
 

「日本の美」総合プロジェクト懇談会の開催について 

 

 

平 成 27 年 10 月 ７日 

内 閣 総 理 大 臣 決 裁 

平 成 31 年 ４月 10 日 

一 部 改 正 

 

 

１．趣旨 

 

 我が国の文化芸術の振興及び次世代への保存継承を図るとともに、文化芸術

と日本人の美意識・価値観を国内外にアピールし、その発展及び国際親善と世

界の平和に寄与するための施策の検討に資するため、「日本の美」総合プロジ

ェクト懇談会（以下「懇談会」という。）を開催する。 

 

 

２．構成 

 

（１）懇談会は、別紙に掲げる有識者により構成し、内閣総理大臣の下に開催する。 

（２）内閣総理大臣は、構成員の中から、懇談会の座長を依頼する。 

（３）懇談会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。 

 

 

３．その他 

  懇談会の庶務は、外務省及び文化庁の協力を得て、内閣官房において処理する。 



 

（別紙） 

 

「日本の美」総合プロジェクト懇談会構成員名簿 

（五十音順、敬称略） 

 

内永
うちなが

 ゆか子
こ

  ＮＰＯ法人Ｊ-Ｗｉｎ理事長 

 

幸田
こ う だ

 真音
ま い ん

   作家 

 

（座長）小
こ

林
ばやし

 忠
ただし

    美術史学者（江戸時代絵画史）、岡田美術館長  

 

千
せん

 玄室
げんしつ

    茶道裏千家 前家元 

 

林
はやし

 真理子
ま り こ

   作家 

  

   森
もり

口
ぐち

 邦
くに

彦
ひこ

   染色家、友禅作家        


